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（１）さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に
関する条例の一部改正（非常災害に係る
特例）
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（１） さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する
条例の一部改正

条例改正の概要

〇非常災害時に廃棄物処理法の特例規定を活用できるように条例を改正して必要な規定 を整備し、
施設の設置までに要する期間の短縮や手続の簡略化を図るもの。

【平時の手続】
※市から委託を受けた事業者が焼却施設を仮設で設置する場合の例

【災害特例規定適用時の手続】
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（１） さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する
条例の一部改正

平時 非常災害時
⑴ 事業者が設置等
する場合

⑵ 市が設置等する
場合

⑶ 市が設置等する
場合

⑷ 市から委託を受
けた者が設置等す
る場合

規定事項 ／規定方法 廃棄物処理法
（第8条第4項、第6項）

市条例
（第46条、第48条）

市条例
（未整備）

市条例
（未整備）

1
縦覧等の対象となる
一般廃棄物処理施設
の種類

焼却施設、最終処分場 ①第46条第1項
焼却施設、最終処分場

②第46条第2項
焼却施設、最終処分場

③第46条第3項
焼却施設

2 生活環境影響調査書
の縦覧の場所、期間

場所︓公告で指定
期間︓１か月間

場所︓公告で指定
期間︓１か月間

④第47条第2項
場所︓公告で指定
期間︓１か月間の範囲

内で市長が定め
る期間

⑤第47条第3項
場所︓公告で指定
期間︓１か月間の範囲

内で市長が定め
る期間

3 意見書の提出先、期
限

提出先︓都道府県知事
（政令市長）

期限︓縦覧期間満了日
から２週間を経
過する日まで

提出先︓公告で指定

期限︓縦覧期間満了日
から２週間を経
過する日まで

⑥第48条第3項
提出先︓公告で指定

期限︓非常災害の状況
を勘案して市長
が定める期間

⑦第48条第4項
提出先︓公告で指定

期限︓非常災害の状況
を勘案して市長
が定める期間

施行期日 公布の日

条例改正の内容
※ 部分を条例改正により規定するもの



（２）廃棄自転車の国内循環型リユースモデル
構築実証事業
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（２） 廃棄自転車の国内循環型リユースモデル
構築実証事業

1 実証事業について
市民のみなさまがごみとして排出した自転車について、株式会社三堀アレスダンクを通じて安全に整備を

行い、日本国内においてリユース販売することで、より環境負荷が少ない国内循環型のリユースモデルを構
築し、評価するために本実証事業を実施します。これにより、ごみの減量化やごみ処理に係る経費削減の効
果が期待されます。

なお、本実証事業で得る廃棄自転車の売却益については、さいたま市の歳入として計上されます。

2 実証期間
令和5年10月から令和6年3月まで
※令和6年4月以降については本実証事業の結果を踏まえ検討します。

3 リユース対象について
さいたま市の清掃センターに粗大ごみ収集や直接搬入により持ち込まれる廃棄自転車を対象とします。



（３）市職員向け衣類回収
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（３） 市職員向け衣類回収

環境負荷の少ない循環型社会の形成を目指し、3R（リデュース・リユース・リサイクル）を
さらに推進させるため、一般社団法人ＳＳＣＡ と「廃棄衣類の有効利用に向けた連携と協力
に関する協定」を締結し、市役所本庁舎で古着の回収を行います。

1 協定内容
廃棄衣類の有効利用に向けた連携と協力に関する協定
2 連携内容
(1) 廃棄衣類の有効利用に関する取組の企画立案に関すること。
(2) 廃棄衣類の有効利用に関する取組の広報啓発に関すること。
(3) その他廃棄衣類の有効利用に向けた取組の促進に関して両者で合意した事項。
3 衣類回収事業概要
(1) 開始日 令和5年10月6日（金曜日）
(2) 回収場所 市役所本庁舎 資源循環政策課窓口
(3) 回収品 貸与された作業着等及び不要となった衣類

※回収基準はさいたま市の家庭ごみの出し方に準じます。汚れのひどいもの、羽毛・
羊毛・わた・ジェル等が入ったものは回収できません。



（１）プラスチック一部先行資源化回収について
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焼却量・資源化量・資源化率

焼却量 資源化量 資源化率

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
焼却量(t) 356,302 356,148 362,174 369,176 368,360 369,468 368,007 375,761 372,924 368,218 344,356
資源化量(t) 75,885 76,221 74,292 69,983 66,617 65,437 63,776 63,043 63,096 63,303 61,042
資源化率(%) 17.7% 17.7% 17.4% 16.5% 16.0% 15.8% 15.4% 14.9% 15.1% 15.4% 15.2%

（１） プラスチック一部先行資源化回収について

出典︓各年度ごみ処理実績



プラスチック資源物の種類
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〇食品包装プラスチックの例（本市分別回収品目）

〇その他容器包装プラスチックの例

〇製品プラスチック（50㎝未満）の例

（１） プラスチック一部先行資源化回収について
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もえるごみ中の重量比
・食品包装プラスチック・・・5.85%
・容器包装プラスチック・・・1.76%
・製品プラスチック・・・1.60%

もえないごみ中の重量比
・食品包装プラスチック・・・0.02%
・容器包装プラスチック・・・1.75%
・製品プラスチック・・・3.11%

R３家庭ごみ組成調査結果

食品包装プラ資源化量の推移とその他容器包装プラ見込み量（前倒し）を加えた推定量

実績値 推計値

R6.10月から
その他容器包装プラを回収

資源化量（トン）
前
倒
し
施
策

（１） プラスチック一部先行資源化回収について
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※CO2排出係数2.77 t-CO2/t（環境省より抜粋）より算出

デメリット・・・生ごみなどの他に比べ、
プラ焼却による発電量は高い。そのため、その
他容器包装プラを前倒し回収することで、発電
量が減少することが懸念される。

R6.10月からその他容器包装プラを資源化回収した場合のCO2 削減量（推計）

CO2 削減量（ｔ）

メリット・・・その他容器包装プラを
資源化することで焼却に伴うCO2 排出
量が削減される。

※過去5年（H30～R4）の発電量の平均（約1.25億kWh）より算出

R6.10月からその他容器包装プラを資源化回収した場合の発電減少量（推計）

発電減少量（kWh）

今後の予定
R6.4月 ・・・ごみの出し方マニュアルなどで市民への周知開始
R6.10月・・・その他容器包装プラスチックを含めた回収（前倒し施策）実施
R7年度 ・・・製品プラスチック回収に向けた周知開始
R8年度 ・・・製品プラスチックを含めたプラスチック一括回収実施

（１） プラスチック一部先行資源化回収について
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近隣自治体と関東県内政令市のプラ類資源回収の状況

容器包装プラ+製品プラ

プラは全て「もえるごみ」

容器包装プラ

白色トレーのみ

千葉市

相模原市

川崎市

横浜市

さいたま市：食品包装プラ

（１） プラスチック一部先行資源化回収について



（２）資源物１類の排出袋について
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（２） 資源物１類の排出袋について

17

現状
資源物１類（びん・かん・ペットボトル・食品
包装プラスチック）は、種類ごとに「透明」又
は「半透明袋」で出すこととしている。

懸念事項
異物（リチウムイオンバッテリー、スプレー缶、
注射針等）混入の増大が予想される。

プラスチックの回収対象の拡大

対応策
その他容器包装プラスチックの回収
（前倒し施策）と時期を合わせてR6.10
月から「透明袋」に限定したい。

火災の防止や作業員の安全性の確保など
対策が必要…
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□資源物１類 透明排出袋の仕様等

□資源物１類 先行資源化回収＆透明排出袋導入スケジュール
令和５年度 令和６年度 令和７年度

プラスチック類
リサイクル拡大事業 資源物

回収袋検討

市民への周知

ごみ袋販売店（小売店等）
への周知

透明袋による
試験的回収開始

透明袋による本格回収開始

その他容リプラ
先行回収検討

その他容リプラ
試験的回収開始

その他容リプラ本格回収開始

〇透明袋 ×透明袋以外

※新聞紙を中に入れ、袋から10cm離して文字が読めるもの。 ※新聞紙を中に入れ、袋から10cm離して文字が読めないもの。

透明袋 再生プラ袋
半透明袋

白色レジ袋

半透明レジ袋色付き半透明袋

（２） 資源物１類の排出袋について



（３）事業系木くずのリサイクル推進について
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（３） 事業系木くずのリサイクル推進について
１ 目的

事業系一般廃棄物である木くずを民間のリサイクル施設へ誘導することにより、
本市の清掃センターにおける焼却量を削減し、木くず類のリサイクルを推進する。

２ 現状
・焼却量は、現状、３センター安定稼働ラインを超過している。
・アフターコロナにより、事業系可燃ごみの量が増加する傾向である。
・清掃センターにおける事業系木くずの受入基準の見直しにより、事業系木くず

については、更に４，０００ｔの減量効果を推計している。

３ 変更内容
・令和６年４月から全清掃センターにおいて、事業系一般廃棄物である木くず類は
原則受入れないこととし、市内民間リサイクル施設（３施設）へ誘導する。
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360,000

370,000

380,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

焼却量（家庭系・事業系合算）
焼却量

３センター
安定稼働ライン
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先行事例︓福岡市
・福岡市内における民間処理施設の受入体制が整ったため、令和元年10月
1日 より市施設への事業系木くず等の持込を禁止
・市内の民間リサイクル施設（５者）に持ち込むよう案内
・5者の合計処理能力 93.01トン/日

207,914 
199,222 

159,284 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

（ｔ） 福岡市 事業系木くず受入禁止前後のごみ量

8,692t
(4.2%)削減

48,630t
(23.4%)削減

（導入前） （導入年度） （導入後）

・持ち込み禁止前後で事業系可燃ごみの処理量が23.4％削減

（３）事業系木くずのリサイクル推進について
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今後のスケジュール

・民間リサイクル３施設とは綿密な情報共有を行い、万が一、事故などで
停止した場合や処理能力を超過する場合は、清掃センターで受入れて対

応する。
・木くずとその他可燃物を意図的に混合して清掃センターで処分されるお
それがあるため、展開検査での指導を強化する。

令和5年度中
・排出事業者を対象とした説明会（R5.10.25）及び本市一般廃棄物収集
運搬業許可業者講習会（R5.11.15）で周知を行う。
・造園業協会等関係業界団体に対し、周知を行う。

令和６年度
・各清掃センターにおいて、事業系の木くずを民間へ誘導する。

実施に向けた対策

（３）事業系木くずのリサイクル推進について



（４）家庭系ごみの指定袋制度の導入について
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（４） 家庭系ごみの指定袋制度の導入について

出典︓令和２年度バイオマスプラスチック利活用検討業務報告書【環境省請負業務】
（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）

全市区町村に対し、環境省が指定ごみ袋の導入状況を令和２年度に調査
人口規模が少ない市区町村では導入率が高い
人口規模が５０万人以上での導入率は50％以下

50万人以上 10万人以上 5万人以上5万人未満 全自治体

既に導入している 17 168 207 1,011 1,403

今後、導入をよていしており、時期が決まっている 0 2 3 1 6

時期は未定だが、導入を検討している 3 11 7 21 42

導入に向けた検討はしていない 15 66 35 106 222

無回答 0 3 2 20 25

48%

0%9%

43%

0%50万人以上

既に導入している

今後、導入をよていしており、時

期が決まっている

時期は未定だが、導入を検討して

いる

導入に向けた検討はしていない

無回答

83%

0% 3%

13%

1%
全市区町村



市場価格の指定ごみ袋導入事例（豊橋市）
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（４） 家庭系ごみの指定袋制度の導入について
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市場価格の指定ごみ袋導入事例（豊橋市）
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【基礎情報】 【過去9年間におけるごみ排出量の推移】
① 常住人口 376,181人（平成31年4月1日）
② 常住世帯数 158,555世帯（平成31年4月1日）
③ 収集方法 ステーション収集
④ 手数料 無料（市場価格の指定袋制）
※指定袋は市場価格で販売しており、ごみ処理手数料は
徴収していない

⑤ 平成28年度から指定ごみ袋を導入

（平成29年度の減少は、生ごみの分別収集を開始した
ことによるもの）

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ
平成25年度 73,867 5,104 12,179 5,996 380,216
平成26年度 72,854 4,900 11,742 5,901 378,898
平成27年度 72,303 5,272 11,371 5,994 378,383
平成28年度 65,460 4,703 11,078 5,781 377,999
平成29年度 47,789 5,194 23,975 5,372 377,431
平成30年度 46,903 5,736 24,899 5,330 377,237
令和元年度 46,631 5,615 24,686 5,648 377,274
令和2年度 47,426 6,035 24,583 6,457 375,617
令和3年度 46,590 5,539 23,303 6,096 373,252

人口年度

※導入の翌年には9.5％削減

（４） 家庭系ごみの指定袋制度の導入について



焼却量（ｔ）
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375,761t

335,042t

R3
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368,218t
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焼却能力
上限範囲

人口ピークアウト

一定期間
自治体ごみ受入停止

焼却灰等を桜環境Ｃ
でのスラグ化停止

製品プラスチック
資源化開始（R8）

ごみ手数料
見直し

ごみ排出将来推計値
（受入搬出変更）

ごみ排出将来推計値
（受入搬出変更＋推計施策）

焼却能力
1,250t
×98％
×300日

焼却能力
1,208t
×96％
×280日

既存施策強化

ごみ有料化等
対応検討開始（R6）

326,385t

焼却能力
上限範囲

362,929t
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307,230t

令和８年度 家庭系もえるごみの
計画排出量

205,489トン

指定ごみ袋導入による削減量
（本市推計）

7,000トン

家庭系もえるごみ
指定袋制度の導入

（R8）

314,230t

R13
年度

本市焼却ごみの将来推計

（４） 家庭系ごみの指定袋制度の導入について



指定ごみ袋制度導入までのイメージ
市民への周知・啓発

ごみ袋の仕様・調達・販売方法

・自治会等各種団体を対象とした説明会の実施
・市報への定期的な掲載（年度内３回程度）
・ごみ分別アプリ等ＳＮＳを活用した広報
・新聞折り込みチラシの配布

・収集所への啓発看板の設置
・イベント等でのチラシ配布
・区役所催事情報システムでの広告
・テレビ、ラジオＣＭ等での広告

〇適用ごみ種
もえるごみ、もえないごみ

〇色味
半透明乳白色（もえるごみ）
透明（もえないごみ）

〇製造方法
市から仕様を提示し、適合品を承認

〇価格
販売店による市場価格での販売
（手数料の上乗せなし）

〇販売店
スーパー、コンビニ、ドラッグストア等
一般小売店舗

＜袋のイメージ＞

28

（４） 家庭系ごみの指定袋制度の導入について
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指定ごみ袋導入スケジュール（案）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年 令和11年

一般廃棄物処
理基本計画

ごみ処理手数
料適正化事業

第４次計画（改定版）

第５次計画改定作業

指定袋制度導入
審議会検討

指定袋制度導入
準備※１ 指定袋制度導入

指定袋制度導入
計画策定

家庭ごみ有料化
条例改正

家庭ごみ
有料化

家庭ごみ有料化
必要性の検討

※１ 指定袋制度導入準備：市民への周知・啓発、ごみ袋の調達等を含む。
※２ 目標どおりにごみ減量ができた場合は、この限りではない。

（４） 家庭系ごみの指定袋制度の導入について

※２



（５）事業系びん・かんの市施設受入れ停止
について 〔環境施設管理課〕

30

２ 審議事項



3131

（５） 事業系びん・かんの市施設受入れ停止について

〔環境施設管理課〕



（１） 今後の予定

32

３ その他
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（１） 今後の予定

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年 令和11年

プラスチック
類リサイクル
拡大事業

木くず類リサ
イクル事業

ごみ処理手数
料適正化事業

事業系ごみ
処理手数料
条例改正

家庭系ごみ直接
搬入処理手数
料審議会検討

直接搬入処理
手数料一本化

製品プラ等回収
実証事業

指定袋制度導
入審議会検討

実証事業

事業系一般廃
棄物新料金

直接搬入処理
手数料・家庭系
ごみ有料化審
議会検討

手数料見直し
条例改正

資源物回収袋
検討・準備・周知

その他容リプラ先行回収
検討・準備・周知

資源物透明袋回収

製品プラ等回収
周知・準備

先行回収

受入基準改定

事業系排出者へ
リサイクル要請

新受入基準

家庭系木くずリサイクル

手数料新料金

直接搬入処理
手数料一本化
条例改正

指定袋制度導
入準備

指定袋制度導入
指定袋制度導
入計画策定

家庭系ごみ
組成調査

第5次計画
策定

※家庭ごみ
有料化

今後の減量施策スケジュール（まとめ）について

※家庭ごみ
有料化
条例改正

食プラ・その他容リプラ・製品プラ一括回収

試験的
回収

試験的
回収

※目標どおりごみ減量ができた場合は、この限りではない。

※


